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１．電子的な退院時サマリ規約と電子カルテ情報の関連
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電子的な退院時サマリの標準構造

１１種類の項目で構成される

項番 項目の種類 退院時サマリ記載
1 基本情報 (※CDAではヘッダ部に格納)

2 退院時診断 必須
3 アレルギー・不適応反応 必須
4 デバイス情報 奨励（デバイス装着が

ある場合）
5 主訴、または入院理由 必須
6 入院までの経過（現病歴・既往歴・入院時現症等） 必須
7 入院経過 必須
8 手術・処置情報 推奨
9 退院時状況（身体状況・活動度・認知度等） 必須

10 退院時使用薬剤情報 必須
11 退院時方針 必須

参考資料：日本医療情報学会 退院サマリー作成に関するガイダンス http://jami.jp/jamistd/
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退院時サマリの各項目と電子カルテの記載の関係

退院時サマリ作成にあたり、電子カルテとの情報連携が重要

項番 項目の種類 電子カルテの情報取得元候補
1 基本情報 患者基本
2 退院時診断 病名・プロブレム
3 アレルギー・不適応反応 患者基本
4 デバイス情報
5 主訴、または入院理由 診察記事
6 入院までの経過（現病歴・既往歴・

入院時現症等）
診察記事・患者基本

7 入院経過 診察記事
8 手術・処置情報 手術・処置
9 退院時状況（身体状況・活動度・認

知度等）
診察記事・看護記録

10 退院時使用薬剤情報 処方
11 退院時方針



２．退院時サマリ作成を見据えた電子カルテ機能拡張
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２．１「アレルギー・不適応反応」記載への電子カルテ対応

退院時サマリの「アレルギー・不適応反応」記載は細やかな方針あり

▌退院時サマリの「アレルギー・不適応反応」の記載方針
記載は必須
食品や薬剤、処置材料などに対するアレルギー・不適応反応を記載
アレルギー・不適応反応が無い場合は「なし」を記載
不肖な場合は「不肖」を記載
アレルギー・不適応反応「あり」の場合は以下を記載

•発症時期
•症状
•確認方法（本人ないし親族申告か、医師・看護師等医療従事者が確認したか）
※アレルギー・不適応反応が複数ある場合は、それぞれについて上記の記載を

列記
登録者と登録日を明記
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２．１「アレルギー・不適応反応」記載への電子カルテ対応

退院時サマリの「アレルギー・不適応反応」記載方針を見据えた入力可能に

確認方法の
記載に対応

不明な場合の
選択肢追加

項目毎に
コメント欄追加
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２．１「アレルギー・不適応反応」記載への電子カルテ対応

電子カルテで入力した「アレルギー・不適応反応」情報を外部へ出力

電子カルテ
患者基本DB

SS-MIX2等
外部ストレージ

電子カルテ 患者基本入力

▌出力内容
情報提供者

•確認方法（本人ないし親族申告か、医師・看護師等医療従事者が確認か）に応じた出力
アレルギー臨床確認状況

•アレルギー項目ごとのコメントを出力
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２．２．「入院までの経過」記載への電子カルテ対応

退院時サマリの「入院までの経過」記載内容は多岐にわたる

▌退院時サマリの「入院までの経過」の記載方針
記載は必須
登録されるべき推奨項目

• 患者プロフィール
•現病歴
•既往歴
•家族歴
•嗜好
•感染症情報
•免疫情報
•常用薬情報
•入院時身体所見
•入院時検査所見
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２．２．「入院までの経過」記載への電子カルテ対応

退院時サマリの「入院までの経過」の内容をテンプレートで記載

患者基本等からの
自動引用による半自動作成
問診票など別テンプレートからの
引用も可能
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退院時サマリ記載を見据えた電子カルテテンプレート機能

テンプレートで記載した内容をSSMIX拡張ストレージに格納できる

テンプレート
データ

テンプレートデータ
変換部品

HL7 CDA R2
変換済みデータが
蓄積される

SS-MIX2
拡張ストレージ

XML

形式変換マスタ

▌テンプレート情報をHL7 CDA R2形式でSS-MIX2へ格納
現状は経過記録としてデータを格納

•今後、本仕組みを利用した退院時サマリCDA連携も有用か検討したい



３．まとめ
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３．まとめ

電子的な退院時サマリ作成においては、電子カルテとの情報連携が重要

退院時サマリの「アレルギー・不適応反応」記載は、以下記載が必要
•アレルギー・不適応反応の「あり」「なし」「不明」を記載
•確認方法の記載（本人ないし親族申告か、医師・看護師等医療従事者が確認したか）
•発症時期や症状の記載

退院時サマリの「入院までの経過」記載は、電子カルテでのテンプレー
ト整備が有効な手段の１つと考えられる




